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1 平成 27 年度福岡県実施「芦屋港周辺における⽔辺の空間を活かした地域創⽣の
ための基盤整備検討調査」概要版の抜粋 
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（２）調査結果 

１）物流・観光需要等の調査検討 

１）－１ 現状把握 

・芦屋港は、「建設資材等の物流基地」と位置付けられているが、入港船舶隻数、取扱貨物

量ともに横ばい。岸壁利用はほとんど１バースのみ。将来も物流利用が増加しない見通し。 

・夏期以外の観光入込客数が非常に少なく海水浴客数も２０１０年以降は減少傾向である。 

・観光入込客数は日帰りが大半であり、宿

泊客数が少ない。 

・不法係留船は対策効果により減少傾向で

あるが、現在も２００隻以上の不法係留

船が遠賀川河口域に存在しているため、

係留スペース確保等の対策が必要である。 

・芦屋港の漁獲量は減少傾向が続いている。 

 

 

 

１）－２ ニーズ把握 

当調査では、下記の 2 種類のアンケート調査を実施した。その調査概要を下記に示す。 

①調査概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②主なアンケート調査結果 

地元住民アンケート調査結果及び周辺エリア web アンケート調査結果で、回答者の意向に

大きな差は見られず、以下のような施設が求められている。 

(a) 芦屋港周辺にあればいいと思う施設 

主な意見は「直販・直売所」（61.5%）や「飲食店」（48.4%）への要望が多く、次いで「散

策路」（46.9%）、「釣り公園」（46.4%） 

(b) 芦屋港周辺でのイベント開催 

主な意見は「B 級グルメの祭典」や「朝市」、「花火大会」などが多い 

＜芦屋港地元住民アンケート調査＞ 

調査目的：芦屋町町民を対象に、「今後の芦

屋港への新たな機能導入や将来展望」につ

いて、地元住民アンケート調査を実施。 

調査期間：2015 年 10 月 16 日（金） 

～11 月 16 日（月） 

調査対象：芦屋町民 3,000 人 

（回収目標 400 票） 

調査方法：郵送配布、郵送回収 

回答者数：842 人（回答率28％） 

 

＜周辺エリア Web アンケート調査＞ 

調査目的：芦屋町以外の周辺エリアの住民

を対象に、「今後の芦屋港への新たな機能導

入や将来展望」について、web アンケート調

査を実施。 

調査期間：2015 年 10 月 30 日（金） 

～11 月 5 日（木） 

調査対象：芦屋町以外の周辺市町 

北九州市、福岡市、遠賀郡（芦屋町以

外）・中間市、筑豊地区の 4 地区（其々

100 サンプルの計 400 サンプル） 

調査方法：web アンケート調査 

写真 芦屋港周辺（遠賀川河口域）の不法係留船の様子
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図 2 芦屋港周辺にあればいいと思う施設＜地元住民アンケート調査＞ 
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２）活用方策・機能の検討 

２）－１ 地域活性化に必要な機能の整理及び利活用方策の検討 

周辺状況の把握結果およびアンケート結果を踏まえ、芦屋港に求められる機能を整理し、

芦屋町並びに芦屋港周辺地域の活性化を図るための利活用方策について検討を行った。 

●芦屋港に求められる機能 

①特産物直売所、飲食店の新設（地元特産物販売等） 

②釣りスペースの新設（釣堀、釣り桟橋、渡船等） 

③ＢＢＱや花火を実施可能な公園・緑地帯の設置 

④海上周遊交通手段（渡船、緊急輸送船等就航） 

⑤陸上周遊交通手段（レンタサイクル等） 

⑥観光案内機能（周辺案内） 

⑦イベント広場の常設（釣り大会等） 

⑧駐車場（芦屋港周辺来訪者用） 

⑨プレジャーボート係留及び管理施設の新設 

 

図 3 芦屋港の利活用案 

 

当面の案として、物流機能を残しつつ、十分に活用されていない野積場等を有効活用し、芦

屋町並びに芦屋港周辺地域の活性化に資する機能を配した利活用案（暫定案）を作成した。ま

た、将来案は代替港等が見つかり、物流機能がなくなった場合を想定した利活用案となってい

る。 

・物流機能あり（４号Ａ岸壁図）
・海上周遊ゾーンなし
・ＰＢは１３５隻程度受け入れ可能（約５４ｍの波除堤を設置）

【利点】 ①将来案に向けた第一ステップとして、
早期事業化が可能

【課題】 ①物流使用時の船舶・運搬車との
錯綜による安全対策

・物流機能なし
・海上周遊ゾーンあり（緊急輸送船利用可能）
・ＰＢは２５０隻程度（受け入れ可能（約８０ｍの波除堤設置）

【利点】 ①レジャー港として全体活用
②既存の施設を用いた

海上周遊が可能（遊覧、渡船等）
【課題】 ①物流業者が事業を行っている

【共通の利点】 ①直販所設置により収入が見込める ④ BBQの利用が可能及び収入が見込める
②釣りの利用及び収入が見込める ⑤ PB利用収入あり
③観光案内所設置により既存施設への案内が可能（釜の里、歴史資料館等）

【共通の課題】 ①交通渋滞発生の懸念 ②各施設の整備及び管理運営 ③PB利用者と漁船の錯綜

【将来案】【暫定案】
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２）―２ 委員会の開催・運営 

①委員会の開催 

 芦屋港に求められる機能および利活用案に対し意見をいただくため、地元漁業組合、商工

会など地元関係者に加え、学識経験者、福岡県、芦屋町等で構成された芦屋港活性化検討委

員会を組織し、芦屋町並びに芦屋港周辺地域の活性化にむけた委員会を開催した。 

表 1 芦屋港活性化検討委員会の開催概要 

 日時／場所 協議項目 

第 1 回 

平成 28 年 2 月 2 日 

19:00～21:00 

芦屋町役場 

①芦屋港の現状と課題、②アンケート調査結果報告、③芦屋港

及び周辺での活動状況について、④先進事例調査報告、⑤芦屋

港に必要な機能 

第 2 回 

平成 28 年 2 月 22 日 

18:30～20:30 

芦屋町役場 

①第 1 回議事概要及び対応方針、②PB 利用安全対策事例、③

芦屋港周辺施設の現状及び移動手段、④芦屋港活性化の為の施

設配置（案）の具体的提示 

第 3 回 

平成 28 年 3 月 29 日 

18:30～20:30 

芦屋町役場 

①第 2 回議事概要及び対応方針、②脇田フィッシャリーナ（北

九州市）の紹介、③施設のレイアウト・概要（VR）の提案 

 

写真 第 1 回検討委員会（左）、第 2 回検討委員会（中央）、第 3 回検討委員会（右） 

②芦屋港周辺 VR の作成 

芦屋港の将来像を視覚的に共有するため、芦屋港周辺の整備前後の VR データを作成した。

整備前後のイメージをしやすいように、走行アニメーション（歩行者目線、ドライバー目

線）も作成した。 

 

図 4 芦屋港周辺 VR（将来案）の抜粋例  
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※ 芦屋町が検討を行うのはこの将来案がベースです 

＊このページは福岡県作成資料をもとに、一部加工しています。 

【暫定案】 
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３）施設の整備・管理・運営方法の検討 

３）－１ 施設の整備検討 

 ①基盤整備の見込み・方向性 

これまでの委員会での議論及び検討結果から、芦屋港における将来案の基盤整備の方 

    向性（施設整備）を以下の通りまとめた。今後は、管理運営方法および事業化に向けた 

整理が整った施設から整備を進め、将来案の実現を目指す予定である。 

図 6 芦屋港のレイアウト案（将来案） 

 

 

 

 

 

②今後の課題 

（a）関係者協議の推進 

地元住民や関係者、芦屋町と更に意見交換を進め、計画の具体化と円滑な推進に向 

けた情報収集と検討を重ねる必要がある。 

例）地元協議 WG の設立・開催、芦屋港関係者協議会の設立・開催等により、意見収集

を進めることが考えられる。 

(b）事業化に向けた詳細検討の実施 

【マーケティングの実施】 

各種施設（PB 係留施設や商業施設等）の具体化を図るために、地域特性や各種需要

を的確に捉え、ターゲットの絞込みや啓蒙戦略等のマーケティングを実施する必要が

ある。 

【管理・運営に対する詳細検討】 

各種施設の民間事業者の参入（経営）への可能性等に関して詳細な検討を行う必要

がある。例）民間事業者の意見を収集・整理する。加えて官民の役割分担を明確化 等 

PB駐車施設（150台程度）

既設駐車施設（既設600台程度）

イベント広場
（イベント時は駐車場利用可

300台程度）

【将来案】

海上周遊施設（

PB係留施設（250隻程度）

PB・釣場管理施設

BBQを実施可能

釣り場

釣り場管理施設

乗船場

飲食含む商業施設・観光案内所
・駐車場・レンタサイクル

イベントエリア

【将来案の特性】 

・物流機能なし  ・海上周遊ゾーンあり（緊急輸送船利用可能） 

・ＰＢは２５０隻程度受け入れ可能（約８０ｍの波除堤設置） 

【利点】レジャー港として全体活用、既存の施設を用いた海上周遊が可能（遊覧等） 

【課題】物流業者の移転先等の確保 
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３）－２ 管理・運営方法の検討 

 各種調査並びに検討・協議結果から、芦屋港周辺の活性化に向けてゾーン別に必要とさ 

れる施設を立案し、望ましい管理運営形態及び管理運営候補を検討した。今回の検討は概 

略であり今後詳細の検討が必要である。 

表 2 各ゾーンの望ましい管理運営形態 

 

加えて、論文等を参考に、これら施設における予想売上高並びに予想来場者数を算出した。 

表 3 施設・イベント別の推定売上高と推定来場者数一覧 

 

また、ボートパーク施設の整備・運営を民間事業者に PFI で委託する場合（BTO を想定）の VFM

を算定したところ、事業規模が 10 億円程度のためマイナスとなった。そのため、PFI ではなく、

設計、施工、維持管理運営を包括的に民間事業者に発注する DBO 方式と指定管理者制度をミッ

クスした民間活力活用方法が考えられる。  

ゾーン名 
望ましい 

管理運営形態 
管理運営候補 理 由 参考事例 

商業ゾーン・ 

イベントゾーン 

・民間直営 

・地元ＪＡ 

（地元漁業組合） 

（地元民間企業） 

・ＪＡは、全国に多くの直売所を設置運営しており運営実績がある。 

・公的負担を大幅に減らすことが出来る。 
・ＪＡファーマーズマーケット 

・指定管理 

・地元 JV 

（観光協会、商工会等） 

・道の駅等運営経験者 

・NPO 法人 

・公設民営形式により民間事業者の負担を減らしつつ、民間ノウハウ活用可能 

・NPO 法人の場合は、地域住民または地域精通者が NPO の関係者であることが比較的多く、地域全

体（他の住民）からの協力を得られる。 

・道の駅等 

・PFI ・道の駅等運営経験者 
・民間活力を最大限可能。 

・公的負担が減少 
・ボートパーク広島 

PB 係留ゾーン・ 

PB 管理ゾーン 

・管理委託 ・芦屋漁協 ・芦屋港を頻繁に使う漁協の活動と整合した運営が可能 ・脇田漁港フィッシャリーナ 

・指定管理 
・ボートパーク管理運営経験者 

・NPO 法人 

・PB 運営ノウハウを活用可能 

・NPO 法人の場合は、地域住民または地域精通者が NPO の関係者であることが比較的多く、地域全

体（他の住民）からの協力を得られる。 

・鳥取賀露ボートパーク 

・PFI ・ボートパーク管理運営経験者 
・PB 運営ノウハウを活用可能 

・公的負担が減少 
・ボートパーク広島 

釣りゾーン 

渡船側： 

自己責任での利用 
・なし ・利用ルールは行政側で定めるが、自己責任の下で釣りをしてもらうため、管理運営は不要 ・大阪市南港 

陸側（生け簀等）： 

指定管理 

・商業ゾーン管理運営者 

（民間企業、NPO 法人、等） 
・商業ゾーンで釣り具レンタルやえさ販売等で相乗効果が期待できる。 

・うみんぐ大島 

・大阪市南港海釣り園護岸 

海上周遊ゾーン 

・管理委託 ・地元漁協協同組合 
・隣接する漁港とのトラブルが発生せず、各種協議等の発生がない。 

・周辺界隈と港湾海域の状況や気候特性と海洋特性を熟知しており、適切な誘導が可能。 
・ひびき灘漁業協同組合 

・指定管理 
・釣りゾーン管理運営者 

（商業ゾーン管理運営者） 
・釣り具レンタル等と合せて、海遊ゾーンでのレジャー活動の活性化にも期待が持てる。 ・鳴尾浜臨海公園 

里浜緑地ゾーン・ 

港湾緑地ゾーン 
・管理委託 ・商業ゾーン管理運営者 

・商業ゾーンの管理と合わせて実施 

・釣りゾーンと合せて管理することも可能。 

・海岸線のサイクリングも含めてサービスを展開することも可能 

・鳴尾浜臨海公園 

花火ゾーン 

（BBQ） 
・条例 ・芦屋町条例 

・時間制限や対象エリア等の条件を設けるなど、柔軟に細かい設定を設けることが可能。 

・罰則規定を設けることも可能。 

※BBQ に関しては、商業ゾーンの飲食施設内のみとし、飲食店運営者が法令に基づいて管理 

・明石市 

・鎌倉市 

・逗子海水浴場、他 

施設名、イベント名 主旨 主な推定条件 
推計売上額 

（推定消費支出） 

推定来場者数 

（推定入込客数） 

推定施設面積 

（会場面積） 

推定駐車台数 

（駐車場面積） 

直売所 

水産物直売所の今後の発展性に関

する一考察（山本竜太郎氏）の論

文内容の算出式を基に試算 

芦屋町人口：1.4 万人 

農産物直売所年間販売総額 

＝1.4 万人/人×人口 

水産物直売所年間販売総額 

＝0.3 万人/人×人口 

【直売所ケース１】 

直売所年間販売総額 

＝2.38 億円 

（農産物直売所＝1.96 億円） 

（水産物直売所＝0.42 億円） 

228,000 人／年 397 ㎡ 

駐車台数＝120 台 

※休祭日の多忙時期を考慮し下

記算出台数の 2 倍を想定 

【ケース 1】 

必要駐車台数＝61台 

≪推定来場者数から独自算定≫ 

計算式＝A／B×C／D 

A 来場者数：228,000 

B 営業日数：365 日 

C ピーク率：15％ 

D 平均乗車人員：2.0 

【ケース 2】 

必要駐車台数＝20台 

≪大店立地法の算出方法≫ 

店舗面積当り日来店客数原単

位：950 人／1,000 ㎡ 

自動車分担率：75％ 

平均乗車人員：2.0 

ピーク率：14.4％ 

平均駐車時間係数：0.56 

WEB アンケート結果の客単価等を

基に算出 

WEB アンケート結果の飲食店での支出

額：2,515 円を引用 

【直売所ケース 2】 

直売所年間販売総額 

＝5.73 億円 

地元住民アンケート結果の客単価

等を基に算出 

地元住民アンケート結果の飲食店での

支出額：2,270 円を引用 

【直売所ケース 3】 

直売所年間販売総額 

＝5.18 億円 

飲食店 

【ケース１】 

業種別経済指標を基に算出 

店舗面積 3.3 ㎡当たり売上高：1927 円

（一般飲食店）を引用 

【飲食店ケース１】 

1.45 億円 
― 

250 ㎡ 

（3 業種平均床面積） 

【ケース 2】 

WEB アンケート結果の客単価等を

基に算出 

WEB アンケート結果の飲食店での支出

額：2,249 円を引用 

【飲食店ケース 2】 

1.52 億円 

（1 月に 25 日営業と仮定） 

67,700 人／年 

（客席面積割合 A：67.7％） 

（１席当り面積 B：1.5 ㎡） 

（回転数 C：2 回転） 
算出式：250×A／B×C×25×12 

【ケース 3】 

地元住民アンケート結果の客単価

等を基に算出 

地元住民アンケート結果の飲食店での

支出額：1,532 円を引用 

【飲食店ケース 3】 

1.04 億円 

（1 月に 25 日営業と仮定） 

文化イベント 

（あしや砂像展） 

国内イベント市場規模推計結果報

告書の中の「文化イベント」の算

出方法を引用 

文化イベント1

人当り消費支

出 

＝2,216 円 

 

あしや砂像展来場者

数＝約 700 人（H27）

【文化イベントケース１】 

0.016 億円 
約 700 人 

― ― 
文化イベント１件当

たり来場者数：6,711

人 

【文化イベントケース 2】 

0.149 億円 
6,711 人 

スポーツイベント 

（ビーチバレー） 

国内イベント市場規模推計結果報

告書の中の「スポーツイベント」

の算出方法を引用 

スポーツイベント 1 人当り消費支 

＝1,653 円 

スポーツイベント１件当たり来場者

数：5,381 人 

【スポーツイベントケース１】 

0.089 億円 
5,381 人 ― ― 

その他 

B 級、（シー級） 

グルメ祭典等 

国内イベント市場規模推計結果報

告書の中の「フェスティバルイベ

ント」の算出方法を引用 

フェスティバルイベント 1 人当り消費

支＝2,721 円 

フェスティバルイベント１件当たり来

場者数：3,101 人 

【ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙイベントケース１】 

0.084 億円 
3,101 人 ― ― 

推定売上額 ⇒ 合計最大値：7.572 億円  合計最小値：6.872 億円 推定来場客数 ⇒ 合計最大値：310,893 人  合計最小値：304,882 人 
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４）施設概略設計 

４）－１ ボートパーク・付帯施設概略設計 

暫定案及び将来案のボートパーク及び付帯施設の概略設計を行った。不法係留船の実態

調査および遠賀川河川事務所提供資料より、暫定案および将来案の隻数を踏まえ、暫定案

は 135 隻、将来案は 250 隻と設定した。港湾内の静穏度を保つための波除堤の概略設計も

行った。 

  

図 7 ボートパークの配置案（将来案） 

４）－２ 緑地概略設計 

多目的広場及び港湾緑地の概略設計を行い、概算事業費を算定した。 

 

図 8 港湾緑地概略計画図
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2 港湾⽤途、分区の説明 

（1）臨港地区及び分区について 
1）臨港地区とは 

港湾は、物流の場、生産の場、憩いの場といった多様な機能を担っています。

これらの役割を果たすために、水域と一体的に管理運営する必要がある水際線背

後の陸域を、港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）（以下「港湾法」という）又は都

市計画法 （昭和 43 年法律第 100 号）（以下「都市計画法」という）（都市計画

区域内のみ）に基づいて指定したものが「臨港地区」です。 

 

2）分区とは 
臨港地区内において、目的の異なる建物が無秩序に混在することを防止し、港

湾の多様な機能をそれぞれ十分に発揮させるため、臨港地区を機能別に区分する

ものです。 

   分区の種類は「商港区」「特殊物資港区」「工業港区」「鉄道連絡港区」「漁港

区」「バンカー港区」「保安港区」「マリーナ港区」「クルーズ港区」「修景厚生

港区」などがあり、港湾管理者が指定することとなっています。 

 

■臨港地区及び分区指定に伴う規制内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

商 港 区：旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域 

特殊物資港区：石炭、鉱石その他大量のバラ積みを通例とする物資を取り扱わせることを目

的とする区域 

工 業 港 区：工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域 

鉄道連絡港区：鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域 

漁 港 区：水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区

域 

バンカー港区：船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域 

保 安 港 区：爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域 

マリーナ港 区：スポーツ又はレクリエーション用のヨット、モーターボートなどの利便に供するこ

とを目的とする区域 

クルーズ港区：専ら観光旅客の利便に供することを目的とする区域 

修景厚生港区：その景観を整備するとともに港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする

区域 
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3）⾏為の届出 
臨港地区内の一定の行為には届け出が必要です。公共の施設である港湾を災害

のない、安全でしかも快適な使いやすい状態にしておくために、港湾法第 38 条の

2 により、臨港地区内で一定規模以上（延床面積の合計が 2,500 ㎡以上又は敷地面

積が 5,000 ㎡以上）の工場又は事業場の新設や増設をする場合には、工事の開始

の日の 60 日前までに届け出が必要となっています。 

届出の内容が、港湾計画に照らして適切でない場合や港湾の利用・保全に著し 

く支障がある場合には、計画の変更を要する場合があります。 

 

【届出内容】 

① 事業場の位置、種類、敷地面積、延べ床面積 

② 事業活動に伴う貨物の搬入量・搬出量と輸送計画 

③ 事業活動から生ずる廃棄物の量と処理計画 

 

 

4）⽤途規制 
臨港地区内において分区を指定した場合は、分区の目的に合わない建築物は原

則として建築や改修、用途の変更ができないように規制されています。 

・「福岡県県営港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例（以下

「条例」という）」により、それぞれの分区の目的にあわない構築物（禁止構築

物）の建設や、改築、用途の変更を禁止している。ただし、公益上やむを得ない

と認められる場合には、特例許可により建設などが可能。 

・現在既にある構築物についての規制はないが、構築物の改築などを行う際は該当

する場合がある。 

 

■臨港地区内での構築物建設の手続き（福岡県資料抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※建築確認が不要の構築物（野積場など）を建設する場合は、敷地面積により行為の届け出のみの手

続きとなる。  
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（2）分区指定による規制内容（福岡県例規全集データベースより抜粋） 
1）建築基準法に代わる⽤途規制 
  分区を指定することにより、建築基準法（昭和25年法律第201号）（以下「建築

基準法」という）に基づく工業専用地域などにおける用途規制（建築基準法第48

条、第49条）に代わり、分区の規制が適用されます。ただし、建ぺい率、容積率な

どの建築物の構造に関する建築基準法の規定は、引き続き用途地域に従って適用さ

れます（港湾法第58条第1項）。分区規制の具体的内容は条例に委ねられており（港

湾法第40条第1項）、福岡県では、「福岡県県営港湾の臨港地区内の分区における

構築物の規制に関する条例（昭和40年条例第25号）（以下「条例」という）」を制

定しています。 

 

2）禁⽌構築物の取り扱い（今後新たに建設する場合など） 
条例では、分区ごとに許容する構築物（建築物に加え、港湾施設も対象として

いる）を列挙しており、これら以外の構築物（禁止構築物）を建設したり、改築

又は用途変更により禁止構築物とすることは、知事が公益上やむを得ないと認め

て許可した場合を除いて禁止されています。さらに港湾管理者は、違反構築物の

所有者又は占有者に対し、構築物の撤去、移転、改築又は用途の変更を命ずるこ

とができるようになっています（港湾法第40条の2）。 

 

3）既存構築物の取り扱い 
一方、分区を指定した際に、現存する構築物及び既に建設、改築又は用途の変

更を行っている構築物については、上記の規制は適用されませんが（港湾法第40

条の2、条例第2条）、これら構築物が禁止構築物に該当し、かつ分区の目的を著

しく阻害するときは、港湾管理者は、損失を補償することで、当該構築物の所有

者又は占有者に対し、改築、移転又は撤去を命じることができるようになってい

ます（港湾法第41条第1項及び第3項）。 
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■分区における構築物の規制一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※    建築可能な構築物を示す 

＊注 レクリエーション用船舶利用者の用に供するものに限る 
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（3）港湾⽤語の説明 

港湾用語について次のとおりまとめました。(50 音順) 
用 語 解 説 

移
い

出 入
しゅつにゅう

 
貨物・産物を国内の他の地域へ送り出すこと、及び、他の地

域から移し入れること。 

上屋
う わ や

 
荷揚げした貨物や船に積み込む貨物を一時的に保管するため

の施設をいい、上屋
う わ や

は一時保管、倉庫は長期保管用とされる。

エプロン 
船舶
せんぱく

と直背後上屋
う わ や

又は荷さばき地との間で、貨物を円滑に移

動させる場所。 

外郭
がいかく

施設
し せ つ

 

港湾区域内の水面の静穏
せいおん

確保及び水深
すいしん

を維持し、港湾
こうわん

及び背

後地を波浪、高潮から防護するための施設。防波堤
ぼ う は て い

、防潮堤
ぼうちょうてい

、

防砂堤
ぼ う さ て い

及び導流堤
どうりゅうてい

などがある。 

外国
がいこく

貿易
ぼうえき

／内
ない

国
こく

貿
ぼう

易
えき

 

外国貿易は、外国の港湾との間で直接取り引きのあった貨物

の出入りのこと。内国貿易とは、外国貿易以外のものをいう。

岸壁
がんぺき

 
船舶
せんぱく

を接岸、係留させて、貨物の積み下ろし、船客の乗降な

どの利用に供する施設。 

グロストン 

(G/T) 

船舶
せんぱく

の大きさを表す単位であり、グロストンと総トン数は同

義。G/T と略す。 

けい
け い

船
せん

岸
がん

 船舶
せんぱく

を係留する岸壁
がんぺき

 

係船
けいせん

杭
くい

 
船舶
せんぱく

を係留するために港湾内の水域に杭などを打ち込んで作

る構造物。 

係船
けいせん

浮標
ふひょう

(ブイ) 船舶
せんぱく

を係留するために港湾内に設けられた浮標。 

係留
けいりゅう

施設
し せ つ

 
船舶
せんぱく

をつなぎとめる施設の総称で、種類は岸壁
がんぺき

、係船
けいせん

浮標
ふひょう

、

係船
けいせん

杭
くい

、さん橋、浮さん橋、物
もの

揚場
あ げ ば

及び船
ふね

揚場
あ げ ば

がある。 

航行
こうこう

 船が航路
こ う ろ

を進むこと。 

航路
こ う ろ

 
船舶
せんぱく

が安全に航行
こうこう

できるように港則法で定められた水路水域

で、航路
こ う ろ

を航行
こうこう

する船舶
せんぱく

の優先権が認められている。 

港湾
こうわん

管理者
か ん り し ゃ

 

港湾法に基づき、港湾を一体的に管理運営し、その総合的開

発発展を図る公共的責任の主体。 
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用 語 解 説 

港湾
こうわん

区域
く い き

 

港湾法により定められている手続きにより、国土交通大臣又

は都道府県知事が港湾
こうわん

管理者
か ん り し ゃ

の権限が及ぶ範囲として認可さ

れた水域。 

港湾
こうわん

計画
けいかく

 

港湾法により定められている法定計画であり、一定の水域と

陸域からなる港湾空間において、開発、利用及び保全を行な

うにあたっての指針となる基本的な計画。 

港湾
こうわん

施設
し せ つ

 
港湾は港湾

こうわん

区域
く い き

、臨港
りんこう

地区
ち く

及び港湾
こうわん

隣接
りんせつ

地域
ち い き

から構成されて

おり、その機能を果たすために設けられる施設の総称。 

港湾
こうわん

隣接
りんせつ

地域
ち い き

 

港湾法に基づき、港湾
こうわん

区域
く い き

及び港湾
こうわん

区域
く い き

に隣接する地域の保

全を目的として、港湾
こうわん

区域
く い き

（水域）に隣接した陸域で港湾
こうわん

管理者
か ん り し ゃ

が指定した地域。 

護岸
ご が ん

 

波による陸の浸食を防ぐために設置する構造物。 

国際
こくさい

拠点
きょてん

港湾
こうわん

 

国際
こくさい

戦略
せんりゃく

港湾
こうわん

以外であり、国際海上貨物輸送網の拠点となる

港湾として政令で定められた港湾。福岡県内では、北九州港

及び博多港がこれに該当する。 

国際
こくさい

戦略
せんりゃく

港湾
こうわん

 

長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の

拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物

輸送網とを結節する機能が高い港湾であって、その国際競争

力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定め

られた港湾。 

さん橋
ばし

 

岸壁
がんぺき

と同様、船舶
せんぱく

を接岸
せつがん

、係留させて、貨物の積み下ろし、

船客の乗降等の利用に供する施設。杭をある間隔で打ち込み、

杭
くい

頭
とう

部
ぶ

を床状に構築した係留
けいりゅう

施設
し せ つ

をいう。 
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用 語 解 説 

重要
じゅうよう

港湾
こうわん

 

国際
こくさい

戦略
せんりゃく

港湾
こうわん

及び国際
こくさい

拠点
きょてん

港湾
こうわん

以外の港湾であって、海上輸

送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有す

る港湾として政令で定めるもの。福岡県内では、苅田港、三

池港がこれに該当する。 

浚渫
しゅんせつ

 
海底などの土砂を取り去る土木工事。航路

こ う ろ

、泊地
は く ち

の水深
すいしん

維持

や環境保全、浄化のため行われる。 

水域
すいいき

施設
し せ つ

 航路
こ う ろ

、泊地
は く ち

、船
ふね

だまりの総称。 

水深
すいしん

 

海図では、その地域で潮が最も下がった面を水深
すいしん

の基準面（水

深 0ｍ）としており、この面（最低水面）から測った海底まで

の距離を示す。 

静穏
せいおん

度
ど

 
港湾における航路

こ う ろ

、泊地
は く ち

の静穏
せいおん

（しずかでおだやかなこと）

の度合い。船舶
せんぱく

の操船・停泊・係留の安全性を表す値。 

接岸
せつがん

 船が岸壁
がんぺき

または陸地に横づけになること。 

船舶
せんぱく

 水上を航行
こうこう

して貨客を輸送する構造物。 

総トン数
そ う と ん す う

 

船舶の大きさを表すための指標で、重量では無く容積を表す

指標。係留
けいりゅう

施設
し せ つ

の使用料や入港料は、総トン数 1トンについ

て定められている。グロストンと同義。 

地方
ち ほ う

港湾
こうわん

 

港湾法における港湾の一区分であり、国際
こくさい

戦略
せんりゃく

港湾
こうわん

、国際
こくさい

拠点
きょてん

港湾
こうわん

及び重要
じゅうよう

港湾
こうわん

以外の港湾で、地方の利害にかかる港

湾を示す。福岡県内では芦屋港の他に、大牟田港、若津港、

宇島港、大島港が分類される。 

堤防
ていぼう

 

地面を嵩上げし、海水等の進入を防ぐ構造物。 

導流堤
どうりゅうてい

 

川の合流点や河口の部分において、流水の方向や速度を一定

に保つことで、土砂の堆積
たいせき

を防ぐために設けられる構造物。
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用 語 解 説 

特定
とくてい

重要
じゅうよう

港湾
こうわん

 

重要
じゅうよう

港湾
こうわん

のうち、国際海上輸送網の拠点として特に重要な港

湾として政令で定められた港湾。2011 年 4 月より特定
とくてい

重要
じゅうよう

港湾
こうわん

は国際
こくさい

戦略
せんりゃく

港湾
こうわん

と国際
こくさい

拠点
きょてん

港湾
こうわん

に名称変更された。 

突堤
とってい

 

陸岸から海中に長く突き出た堤防上の構造物。 

内航
ないこう

 国内の海上輸送サービスのこと。 

荷さばき地
に さ ば き ち

 海上輸送貨物を積み下ろしするための仕分け、整理する場所。

入港
にゅうこう

 船が港に入ること。 

野積場
の づ み ば

 
野積場
の づ み ば

は、上屋と同様に海上輸送貨物の荷さばきや一時保管

のための施設で屋根のないものをいう。 

バース 船舶
せんぱく

を係留できる施設を施した所定の停泊場所。 

泊地
は く ち

 
船が安全に停泊できる海域のこと。泊地には十分な深さ・広

さ、波がないことが大切である。 

波除堤
は じ ょ て い

 内港や船だまりの静穏
せいおん

を保つために設ける小型の防波堤
ぼ う は て い

。 

避難港
ひ な ん こ う

 暴風雨の際に、小型の船が避難することを主な目的とする港。

埠頭
ふ と う

 
岸壁
がんぺき

､
、

物
もの

揚場
あ げ ば

等の係留
けいりゅう

施設
し せ つ

及びその背後の鉄道､上屋
う わ や

､倉庫な

ど陸上整備を含めた広い範囲での臨港
りんこう

地帯
ち た い

のこと。 

船
ふな

揚場
あ げ ば

 

小型船舶を陸上に揚げるために設置する斜
しゃ

路
ろ

(スロープ)。 

船
ふな

だまり 
小型船舶を係留するため湾

わん

奥部
お う ぶ

に位置する防波堤
ぼ う は て い

などで囲ま

れた水面。 
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用 語 解 説 

フレート・トン 

港湾取扱貨物量の単位で、容積 1,133 ㎥または重量 1,000 ㎏

を１フレート・トンとして、このどちらか大きい方で計上さ

れる。 

分
ぶん

区
く

 

港湾の秩序ある開発や港湾機能を十分に発揮させ、港湾にお

ける諸活動を円滑に行わせるために、臨港
りんこう

地区
ち く

を機能別に分

けた区域のこと。 

防砂堤
ぼ う さ て い

 

砂による河口の閉塞や、砂の移動によって港内や航路の埋没

を防ぐために海岸などから突出させて築造される防波堤
ぼ う は て い

に準

じた構造物。 

防潮堤
ぼうちょうてい

 高潮・津波などによる海水の侵入を防止するための構造物。

防波堤
ぼ う は て い

 
港の外から来る波が港の中に侵入することを防ぎ、船や施設

を守るために設置される構造物。 

水際
みずぎわ

線
せん

 港湾法上では、公有
こうゆう

水面
すいめん

埋立法
うめたてほう

上での岸
がん

線
せん

を基本としている。

物
もの

揚場
あ げ ば

 
小型船等を対象として設けられたけい船

せん

岸
がん

を物
もの

揚場
あ げ ば

という。

一般に水深が-4.5m 未満の係留
けいりゅう

施設
し せ つ

の通称名。 

離岸堤
り が ん て い

 

海岸の沖合に設けられる侵食防止のための堤防状
ていぼうじょう

の構造物。

臨港
りんこう

地区
ち く

 

港湾の管理運営を円滑に行うため、港湾
こうわん

区域
く い き

と一体として機

能すべき陸域で、都市計画法の規定により臨港
りんこう

地区
ち く

として定

められた地区又は港湾法の規定により港湾
こうわん

管理者
か ん り し ゃ

が定めた地

区。 

臨港
りんこう

道路
ど う ろ

 
港湾法により定められている、港湾内や港湾と周辺の公道を

結ぶ道路。 
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 3 芦屋町の現状に関する資料 

（1） 芦屋港の利⽤状況 
 

1）芦屋港の⼊港回数と取扱量 

①芦屋港の入港回数と入港目的 

芦屋港の入港回数は、年による大きな変動はなく、砂運搬船が大半を占めてい

ます。砂運搬船の入港は 5年間の平均が年 48.2 回となっています。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②芦屋港の取扱貨物量総トン数 

芦屋港の取扱貨物量総トン数は、年により増減がありながらも、70,000 トン台

で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

76,221 
84,586 

63,936 

74,197 
70,638 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

H25 H26 H27 H28 H29

芦屋港の取扱貨物量総トン数（単位：t）

芦屋港の取扱量（単位：t） ※数値は水産物を除いたもの 

H25 H26 H27 H28 H29

砂・珪砂等の運搬 44 54 41 54 48

鐘崎港から移動 0 0 0 0 1

小型船 3 0 0 0 0

避難係留 2 0 0 0 0

花火 2 1 2 2 2

作業船 6 1 0 0 8

0
10
20
30
40
50
60
70

芦屋港への入港回数の内訳（単位：回）

合 計 57 56 43 56 59 
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③芦屋港の取扱貨物の内訳 

芦屋港で取り扱う貨物の内訳と量の推移を整理しました。それによると、非金

属鉱物（けい砂）が最も多く、次いで、砂利・砂、ガラス類となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42,368 
36,276 

23,386 24,897 25,608 

26,100 42,810 

34,550 
43,310 38,980 

1,365 

6,280 

5,500 

6,000 

5,980 
6,050 

108 10 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

H25 H26 H27 H28 H29

貨物量の内訳の推移（単位：t）

砂利・砂 非金属鉱物（けい砂） 鋼材 セメント ガラス類 窯業品 水 その他
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2）福岡県における港湾利⽤状況との⽐較 
   平成 29 年の実績に基づき、福岡県内の港湾の立地状況及び港湾の入港回数、取

扱貨物量を整理し、芦屋港の実績の比較を行います。 

   福岡県内の港湾は下表のとおり 9か所あります。 

 

福岡県内の港湾一覧（福岡県県土整備部港湾課資料：平成 29 年） 

港湾名 管理者 種別 総トン数 取扱貨物主要品目（内国貿易） 

北九州港 北九州市 国際拠点港湾 101,500,369 t
フェリー、鋼材、完成自動車、セメント、 

コークス 

博 多 港 福岡市 国際拠点港湾 36,073,362 t
石油製品、フェリー、完成自動車、 

砂利・砂、取合せ品 

苅 田 港 福岡県 重要港湾 37,205,479 t
自動車部品、セメント、完成自動車、 

非金属鉱物、砂利・砂 

三 池 港 福岡県 重要港湾 2,102,933 t
石油製品、化学薬品、重油、原塩、染

料・塗料・合成樹脂その他化学工業品

大牟田港 福岡県 地方港湾 79,280 t 砂利・砂 

宇 島 港 福岡県 地方港湾 409,960 t
重油、砂利・砂、木材チップ、石灰石、 

原油 

若 津 港 福岡県 地方港湾 2,150 t 重油、石油製品 

大 島 港 福岡県 
地方港湾 

（避難港） 
243,460 t

フェリー 

芦 屋 港 福岡県 地方港湾 70,759 t
非金属鉱物、砂利・砂、ガラス類、 

水産品 

   ＊注 取扱貨物主要品目は、外国貿易と内国貿易（国内）に分類されているが、ここでは内国貿易のみを抽出

している。外国貿易の取り扱いがあるのは、北九州港・博多港・苅田港・三池港の４港となっている。 

なお、総トン数は外国貿易と内国貿易の合算値である。 
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北九州港, 

54,929回, 

52.69%
博多港, 29,917回, 

28.70%

苅田港, 9,797回, 

9.40%

三池港, 2,613回, 

2.51%

地方４港, 6,942回, … 芦屋港, 59回, 0.06%

① 福岡県内の港湾における港湾入港回数 

平成 29 年の福岡県内の港湾における入港船舶数実績は、104,252 回となって

おり、北九州港と博多港で全体の 80%以上を占めています。そのうち芦屋港は

59 回であり、福岡県全体に占める割合は 0.06%と非常に低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年の福岡県における港湾入港回数実績（単位：回,％） 

 

 

② 福岡県内の港湾における取扱貨物量（内国貿易） 

福岡県内の港湾における内国貿易（国内の貿易）の取扱貨物量は、平成 29 年

は、116,022,018フレート・トンとなっています。そのうち芦屋港の実績は70,759

フレート・トンで、福岡県全体に占める割合は 0.06%と非常に低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※フレート・トン：港湾における貨物の運賃や港運料を計算する際に用いる、貨物の単位のこと。フ

レート・トンは、1.133 立方メートルの容積、あるいは、1,000kg の重量を 1ト

ンとして容積と重量のうち大きい方を採用する。 

北九州港, 

69,063,826t, 

59.53%
博多港, 

17,289,065t, 

14.90%

苅田港, 

27,836,316t, 

23.99%

三池港, 

1,027,202t, 

0.89%

地方４港, 

734,850t, 

0.63%

芦屋港, 

70,759t, 0.06%

平成 29 年の福岡県における取扱貨物量（単位：t,％） 

※芦屋港の外国貿易実績がゼロのため、内国貿易の数値のみで作成 
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3）1 号上屋の概要 
   １号上屋のあり方を検討するにあたり、現況を把握するため、基本的な概要を整

理しました。 

また、展望スペース検討にあたり、眺望の確認を行ったところ、沖の防波堤よ

り先の海上や山鹿地区、洞山などの眺望が望めることがわかりました。 

 

１号上屋の概要 

項 目 内 容 

建 築 昭和 63 年竣工 

構 造 ＲＣ（鉄筋コンクリート）造 一部 2 階建 

屋根はガルバニウム合板 

規 模 幅約 65ｍ、奥行約 33.7ｍ、高さ約 7.8ｍ 

床面積約 1,895 ㎡ 

事業費 169,411 千円 

利用状況 現在は１事業者がカレット、硅砂の保管として利用。また、事務所は、別

事業者が利用している。 

 

 

 

 

 

 

  

１号上屋全景（南側）                             １号上屋の内部 

屋上部分からの眺望（平成 30 年 7 月ドローンによる撮影：人の目線を想定し屋根から約 1.5ｍの高さにて撮影） 
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（2）芦屋町の観光施策に関する検討資料 
芦屋港のレジャー港化は、芦屋町の観光施策と連携をとりながら推進すること

が重要であるため、芦屋町の観光施策の概要を整理しました。 

 

1）芦屋町観光基本構想 
   平成 25 年 4 月に策定された芦屋町観光基本構想では、「あしやの宝！磨き、伝

え、魅せる 観光のまちづくり」を基本理念に、7つの基本戦略がまとめられてい

ます。これは、住民自らが観光振興や地域づくりの担い手となり、芦屋町の豊富な

地域資源を観光に活かし、その価値を高め、それらの魅力を内面から発進していく

ことによって、来訪者が心地よく感じ、何度も訪れたくなる町となるよう、各種施

策を展開していくものです。 

   また、芦屋町観光基本構想では、特に優先度の高い 4つの取り組みをリーディン

グプロジェクト（重点施策）と位置づけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
芦屋町観光基本構想概要版抜粋（平成 25 年 4 月策定） 
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2）芦屋町地域再⽣マネージャー事業 
平成 26年度より一般社団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）の助成を受け、

総務省認定の「地域再生マネージャー」を外部人材として登用することで、芦屋

町の課題を解決しながら地域ブランドを確立するため、「芦屋ナンバーワンプロ

ジェクト」を掲げ地域再生マネージャー事業に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
芦屋町地域再生マネージャー作成（一部芦屋町加工） 
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芦屋町地域再生マネージャー事業資料より抜粋 



 

27 

3）観光あしや協議会 
   芦屋町観光基本構想の各種施策を実現するためには、観光まちづくりを担う人材

と組織づくりが必要です。このため、各種施策の統括運営や、進捗の管理などを担

う「観光まちづくり推進プロジェクト」を組織化することがリーディングプロジェ

クト（重点施策）として掲げられています。これを実現するために、芦屋町の観光

まちづくりを担うプラットフォームとして平成 29 年に設立されたのが「観光あし

や協議会」です。 

 

観光あしや協議会の概要（平成 30年芦屋町作成資料） 
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4 芦屋港におけるマーケティング調査結果 
 芦屋港における需要や周辺環境を把握するため、次の項目についてマーケティング

調査を行いました。この資料編には導入機能などに関連するものを抽出しています。 

 

芦屋港におけるマーケティング調査の実施項目 

項 目 目的・内容 

芦屋町の観光基礎データ

の整理 

芦屋町への来訪者数、消費額、宿泊者数、滞在時間など

を整理し、芦屋町の観光動向を分析した。 

芦屋港周辺の関連施設の

立地状況 

芦屋港に導入を検討する機能について、近隣の競合施設

の有無を把握するため、立地状況を整理した。 

芦屋港周辺の類似施設や

遠賀漁業協同組合へのヒ

アリング 

芦屋港周辺の類似施設（直売所など）に対し、商品構成、

売上構成、床面積、売上、客単価、各施設の強みなどを

ヒアリングして取りまとめた。また、民間事業者の参入

可能性、遠賀漁業協同組合の協力体制などについてもヒ

アリングを行った。 

商圏人口の詳細分析 芦屋港への集客見込みを算出するため、芦屋港を核とし

て 1次商圏（自動車で 20 分圏内）、2次商圏（自動車

で 40 分圏内）、3次商圏（自動車で 60 分圏内）を設定

し、圏域内の人口規模を把握した。 
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（1）芦屋町の観光基礎データ整理 
芦屋港の観光ポテンシャルを把握するため、芦屋町への来訪者数・消費額、宿

泊数、滞在時間などの基礎データを整理しました。（第 2 回芦屋港活性化推進委

員会資料抜粋） 
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出典：観光予報プラットフォーム

2016年宿泊者の属性別割合

芦屋港周辺地域のターゲットを分析するために、宿泊客の属性を把握する。

芦屋町、北九州市、福岡県の2016年年間宿泊者の属性別割合を⽐較すると、性別でみると芦屋町は⼥性の⽐率が過半
数と⾼くなっている。
年齢別では、中⾼年層が全体の８割強と⾼い⽐率を⽰し、未成年はゼロとなっている。
参加形態でみると、夫婦・カップルや家族、グループでの利⽤が多く、⼀⼈での利⽤は少なくなっている。
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6.4%

7.1%

6.0%
6.9%

9.3%

9.6%

47.1%

36.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族 夫婦、カップル
⼥性グループ 男性グループ
男⼥グループ ⼀⼈

〈性別・⼤⼈/⼦ども〉 〈年齢層〉 〈参加形態〉

11

宿泊者の属性（２）

芦屋町

北九州市

福岡県
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（2）芦屋港周辺の関連施設⽴地状況 
芦屋港周辺の類似施設や連携できる施設がどの程度あるかを把握するために、

観光レジャー関連施設の立地状況を整理しました（平成 29 年 10 月時点：第 4回

芦屋港活性化推進委員会資料抜粋）。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2 マリンレジャー拠点⼀覧

3

種 別 No 名 称 住 所 芦屋港からの直
線距離（km）

マリーナ

1 脇⽥漁港フィッシャリーナ 福岡県北九州市若松区脇⽥ 7.4
2 福間漁港（福間海浜公園） 福岡県福津市⻄福間3-49-1 23.2
3 ヨットハーバー芦屋 福岡県遠賀郡芦屋町⼭⿅2047 0.6
4 ⼭本造船マリーナ 福岡県遠賀郡芦屋町⼭⿅37-11 0.9
5 芦屋マリーナ 福岡県遠賀郡芦屋町⼭⿅40-15 1.1
6 TAOSURF 福岡県福津市宮司浜4-2-8 22.2
7 フクママリーナ 福岡県福津市花⾒が浜3-7-1 23.2
8 ⼩倉マリーナ 福岡県北九州市⾨司区松原2-9-1 24.0

漁 港

9 柏原漁港 福岡県遠賀郡芦屋町⼭⿅2291 0.6
10 岩屋漁港 福岡県北九州市若松区有⽑2773 4.5
11 脇之浦漁港 福岡県北九州市若松区⼤字⼩⽵ 8.7
12 波津漁港 福岡県遠賀郡岡垣町⼤字波津1675 9.0
13 鐘崎漁港 福岡県宗像市鐘崎 12.3
14 地島漁港 福岡県宗像市地島 15.9
15 神湊漁港 福岡県宗像市神湊 16.8
16 勝浦漁港 福岡県福津市勝浦 17.6
17 平松漁港 福岡県北九州市⼩倉北区東港1 18.9
18 ⾺島漁港 福岡県北九州市⼩倉北区⾺島 19.4
19 ⼤島漁港 福岡県宗像市⼤島 21.4
20 津屋崎漁港 福岡県福津市津屋崎 22.1
21 相島漁港 福岡県糟屋郡新宮町 28.4
22 曾根漁港 福岡県北九州市⼩倉南区曽根新⽥ 29.5
23 新宮漁港 福岡県糟屋郡新宮町湊 29.9

釣り場

24 脇⽥海釣り桟橋 福岡県北九州市若松区安屋地先 9.5
25 ⽇明・海峡釣り公園 福岡県北九州市⼩倉北区⻄港町 19.1
26 うみんぐ⼤島 福岡県宗像市⼤島1822-4 21.2
27 ⽚上⼀⽂字 福岡県北九州市⾨司区⽚上海岸 26.0
28 井ノ浦港 福岡県北九州市⼩倉南区吉⽥ 27.1
29 福間漁港海浜公園 福岡県福津市 ⻄福間3-5587 27.8

出典：Google検索などを基に作成
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4-6 レンタサイクルの拠点⼀覧

25出典：各市町ホームページ

種 別 No 名 称 住 所
芦屋港からの
直線距離
（km）

レンタサイクル
拠点

1 芦屋海浜公園観光レンタサイクル 福岡県遠賀郡芦屋町⼤字芦屋1455-284 0.7
2 響灘緑地GREEN PARK 福岡県北九州市若松区⽵並1006 6.4
3 岡垣町観光ステーション北⽃七星 福岡県遠賀郡岡垣町⼤字原670 8.5
4 波津海岸 福岡県遠賀郡岡垣町原 8.8
5 中間市地域交流センター 福岡県中間市⼤字垣⽣660-1 9.5
6 街道の駅⾚⾺館 福岡県宗像市⾚間4-1-8 12.3
7 道の駅むなかた 福岡県宗像市江⼝1172 15.6
8 海の道むなかた館 福岡県宗像市深⽥588 15.7
9 JR東郷駅⽇の⾥⼝駐輪場 福岡県宗像市⽇の⾥1丁⽬ 17.0
10 神湊渡船ターミナル駐⾞場 福岡県宗像市神湊487-51 17.2
11 ⼤島観光案内所 福岡県宗像市⼤島1809-18 21.0

12 レンタサイクルターミナルジョイント
（JOYiNT）⾨司港レトロ 福岡県北九州市⾨司区東港町6-66 28.5
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（3）芦屋港周辺の類似施設へのヒアリング 
1）周辺直売所に関する調査結果⼀覧 

直売機能のあり方や規模などを検討するため、芦屋町内や近隣市町に立地する

類似の直売所 11 事業者に、経営状況（取扱商品構成、売上構成、レジ通過数、客

単価など）のヒアリングを行いました（平成 30 年 7 月実施）。 

■ヒアリング総括表 （経営に関する企業情報が多いため回答が得られたもののみ掲載。施設名未掲載。） 

  施設① 施設② 施設③ 施設④ 施設⑤ 

商品構成 

鮮魚類 40% 50%   
10% 

100% 

肉         

青果 30% 10%   70%   

生鮮以外 30% 40%   20%   

売上構成 

鮮魚類 37% 50% 10% 
10% 

  

肉     10%   

青果 32% 10% 51% 70%   

生鮮以外 31% 40% 7% 20%   

レジ通過客数 

平日   300 人 700～800 人 400～500 人   

週末   500 人   600～700   

年間 1,700,000 人 134,100 人 200,000 人 170,000 人   

客単価（推計）   1,200 円～1,500 円 土日 800～1,100 円 1,000 円～1,200 円 900 円～1,000 円   

顧客年齢層など 

50 代以上が多い

世界遺産などの関

係で若い人も増え

ている 

普段使いのため一

概には言えない 

地元のシニア層 

土日は行楽客も来

店 

シニア層が多い 

近隣の小売店も見

て回っている 

平日は６０代以上

のシニアが多い週

末はファミリーも 

年間売上（推計） 2,000,000,000 円   500,000,000 円 200,000,000 円   

季節波動 冬は厳しい あまり変動なし あまり変動なし あまり変動なし 
春・秋が繁忙期 

夏・冬は少ない 

地元産の割合 99％地元産 

調味料・加工品除

き、魚・野菜・惣菜

は地元のもの 

ほぼ地元産 
地元 40％ 仕入

60％ 
ほぼ全て地元産

売り場面積 616 ㎡ 250 ㎡ 340 ㎡ 200 ㎡   

従業員 53 人 5 人 20 人 11 人   

イベント有無 年間通じ実施 年３～4 回実施 
・年 4 回程度実施

・漁協と連携し 
年 3～4 回実施 年数回実施 

自社の強み・ポイント 

・年間通じ魚・野

菜・果物に旬の商

品が有る 

・商品の新鮮度 

・宗像大社の観光

客の存在 

・魚種の多さ 

・来年加工場をつく

る、売り場面積も広

げる 

・市内の同業態で

連携し商品など増

やす予定 

・安心安全な品質 

・鮮度 

・品揃え 

・ブランド力 

・立地 

・普段使いのため

季節による波動が

あまりない 

・加工場があり、加

工品を業者に販売

できる（東京・福岡

など） 

・魚種が多い 

・魚を生簀で生かし

て販売 

飲食施設の有無 有り（海鮮） 有り（海鮮） 無し 無し 無し 

飲食施設との連携 無し テナント 

当初直営、食材確

保が難しく、今は別

経営連携はない 

無し 無し 無し 

その他 

㈱道の駅宗像が運

営 

商工会・ＪＡ・観光

協会・漁協・宗像市

が出資 

建物は市が整備家

賃は当初20万であ

ったが現在は無料

漁港が運営 

  

商工会主導で補助

金を活用し整備 3

年で黒字化、会社

組織をつくり補助

金を取り下げ独立

地代月 40 万 

加工場は税金＋組

合の資金で整備家

賃などはない運営

は組合が行ってい

る 
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  施設⑥ 施設⑦ 施設⑧ 施設⑨ 施設⑩ 施設⑪ 

商品構成 

鮮魚類 100% 60% 

60% 

    10% 

肉         10% 

青果   30%     50% 

生鮮以外   10% 40%     20% 

売上構成 

鮮魚類   60% 

60% 

    10% 

肉         10% 

青果   30%     50% 

生鮮以外   10% 40%     20% 

レジ通過

客数 

平日   200 人       550 人 

週末   800 人       550 人 

年間 32,450 人 146,800 人       200,750 人 

客単価 

（推計） 
  

飲食込 

1,500円～2,000円 
1,000 円～1,200 円

平日1,700円～1,800

円 土日 2,000 円超
1,200 円～1,600 円   

客単価約 1,400

円 

顧客年齢層など 
平日は女性客 

土日はファミリー 

平日はシニア層 

土日はファミリー 

ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸがあり家

族が多い 

平日 シニア層 

土日若いファミリー

平日 シニア層 

土日 ファミリー・三

世代 

平日 周辺 

土日 ファミリー

層が多い 

周辺住民で、特

に世代の偏りな

どはない 

年間売上（推計） 60,000,000 円 150,000,000 円         

季節波動 冬は少ない 冬は少ない   

花の時期は多い 

冬はカキ小屋が人

気 

お盆、正月前の

集客多い 
あまり変動無し

地元産の割合 
物販は地元が多

い 
80％程度が地元 鮮魚はほぼ地元産 地元が 99％ 九州産 ほぼ地元産 

売り場面積 400 ㎡ 800 ㎡ 500 ㎡ 255 ㎡ 1,350 ㎡ 990 ㎡ 

従業員 9 人 10 人 5 人       

イベント有無 実施していない 年 3～4 回実施   
マルシェ・感謝祭な

ど行っている 

週末・祭日など売

り出し 
  

自社の強み・ポイント 

・比較的広い地域

からお客様が来る 

・競合が増え厳し

い状況 

・港に類似施設が

出来る事を心配し

ている 

・グリーンパーク 

・商品数は多く 1 店

舗で買い物が終わる

品揃え 

・【いつも変える】をコ

ンセプトに、商品や

レイアウトを毎日変

える 

・惣菜は自社で製造

・加工品は全国から

集めている 

・年間を通じ旬の魚

がある 

・加工場がある 

・地元産と鮮度に拘

っている 

・週末や盆正月

などの客数が多

いときは本社な

ど他の店舗から

人員の補充がで

きること 

・年間を通じ、新

鮮な農産物を取

り揃えている 

飲食施設の有無 あり 

レストランはあるが、

結婚式がメインであ

まり営業していない

冬はカキ小屋を営業

ターゲット：遠方の客

メニュー：和食 

単価：1,000～1,500

円 

海鮮丼、BBQ・カ

キ小屋、カフェあ

り 

無し 

飲食施設との連携 

食材の安定供給

のため市場からも

仕入れている 

無し   あり 直営 
BBQ により食材

の販売に寄与 
無し 

その他 

運営は組合が行

っている組合の持

ち物であり家賃や

土地代はかから

ない 

土地の整備は北九

州市、建物は自社で

整備初期投資の負

担と、土地代の高さ

が経営的に厳しい 

  

行政が建築し、組合

が指定管理で運営 

 

 

 

平日午後は集客

少なく、少人員で

運営週末は、他

部署人員による

増員で対応 

民間の生鮮スー

パーの販売スタ

イル 
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2）周辺直売所に関する調査結果のまとめ 
芦屋港周辺の直売所類似施設へのヒアリングから得られた回答をもとに、年間

売上高、客数、売上構成、客単価（いずれも推定値）に関する分析を行うため、

数値が得られたものについて比較検討を行い、傾向を把握しました。 

 

① 年間売上高と客数、客単価 

・客数が年間売上高に大きく影響している。一方で、客単価は、売上高や売上構

成との間に明確な相関関係はなく、約 1,000 円～1,500 円が多くなっている。

・芦屋港来訪者の客層は、周辺施設への来訪客と同様と考えると、客単価で差別

化するのではなく、集客強化の取り組みを行うことが有効と考えられる。 

・各施設が認識する自社の強みについて整理すると、集客要因は「近隣の集客力

（施設など）の利用」「人口集積地区の立地」「交通量の多い幹線道路沿い」の3

点に集約された。しかし、芦屋港の場合は、これらの要因に合致しないことから

独自の集客戦略を検討する必要がある。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2,000,000千円

500,000千円 200,000千円 150,000千円

1,700,000人

200,000人

170,000人 146,800人

0人

500,000人

1,000,000人

1,500,000人

2,000,000人

0千円

500,000千円

1,000,000千円

1,500,000千円

2,000,000千円

2,500,000千円

道の駅むなかた かっぱの里（ＪＡ） 夢工房 汐入りの里

推定年間売上高

推定年間客数

37%

10% 10%

60%

10%
10% 10%

32%
51% 70%

30%

50%

31% 29%
20%

10%
30%1,350円

1,100円
950円

1,100円

1,500円

0円

200円

400円

600円

800円

1,000円

1,200円

1,400円

1,600円

0%

20%

40%

60%

80%

100% 生鮮以外

青果

精肉

鮮魚類

年間売上高と年間客数 （平成 30 年 7 月実施ヒアリング調査より作成） 

事業者 A    事業者 B     事業者 C    事業者 D 

売上構成比と客単価 （平成 30 年 7 月実施ヒアリング調査より作成） 

事業者 E  事業者 F  事業者 G  事業者 H  事業者 I 
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3）⺠間事業者・漁協などへのヒアリング調査 
芦屋港における、飲食機能、直売機能、海釣機能導入にあたり、民間事業者の

参入可能性を把握するため、民間事業者に参入可能性などのサウンディング調査

を行いました。 

また、芦屋港内に立地する遠賀漁業協同組合とはそれぞれの機能において密接

な関係があるため、複数回ヒアリングを行いました。 

なお、事業者名は記載せずアルファベットで掲載しています（前ページの事業

者とは異なります）。 

 

①直売・物販関連事業者へのサウンディング調査 

実施時期：平成 30 年 7 月 11 日～17 日 

実施対象：福岡県内で小売店、直売所を複数経営しており、芦屋港活性化に

関心のある事業者 4 社 
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②飲食事業者へのヒアリング調査 

実施時期：平成 30 年 7 月 11 日～25 日 

実施対象：複数の飲食事業を展開する事業者や、芦屋港に関心のある事業者 

5 社 
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③遠賀漁業協同組合へのヒアリング調査（飲食・直売機能について） 

実施時期：平成 30 年 8 月 20 日 

実施対象：遠賀漁業協同組合職員 
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④海釣機能に関する関係者ヒアリング調査 

実施時期： 平成 30 年 7 月 5日（木）、7月 17 日（火）、9 月 28 日（金） 

実施対象： 芦屋町商工会青年部（フィッシングイベント主催者）、 

釣具店、遠賀漁業協同組合 

 

芦屋町商工会青年部 

日 時 平成 30 年 7 月 5 日（木）14：00～15：00 

内 容 芦屋港の海釣り機能について 

 

1.芦屋港の釣り場とし

ての可能性 

☑釣り場としては良くないが、管理はしやすいレベル。 

☑釣れる場所では無いが、イベントとしては可能性が高い。 

☑魚を捌くなどの付加価値を付けるサービスの提供が必要ではないか。 

1-1.各地点での魚種、

釣り方法など 

☑えさ釣り 

1-2.主なターゲットして

の可能性 

☑親子、ファミリー 

☑初心者、女性 

☑プロを対象するには厳しい。 

1-3.有料施設の可能性 ☑手ぶらで訪れても釣りが体験可能とすれば有料でも可能性はある。 

☑安全して釣れる場所の提供 

1-4.釣り場の配置 ☑現在行っている場所は問題ないが、砂が溜まりやすい。 

2.現在の問題点及び課

題 

☑トイレの充実化 ファミリーフィッシングの際、軽トラに乗せた簡易トイレを使っ

ている。 

3.想定できる料金設定 ☑手軽さが必要。釣り竿レンタル：500 円程度、フルレンタル：3,000 円（ライフジャ

ケットなど含む） 

☑常設釣り場：1,000 円～3,000 円程度 

4.想定できる運営方法 ☑漁船に乗って釣り体験+食べる＝セット販売。 

☑釣った魚を直売所で買い取りする制度、捌いた魚をその場で食べさせてくれ

る。 

5.その他 ☑ファミリーフィッシングについて 

・地元の観光資源を活用することが目的で立ち上げたイベント 

・今年で 5 年目を迎える。リピーター増加 

・親子、初心者が多い。（子供 100 名、※小学生 9 歳～12 歳が多い。親同伴） 

・投げ釣りが多い。（キス、ヒイラギが多い） 

・遠賀郡（80％）、直方、鞍手からの参加が多い。 

・捌き方教室→釣って捌いて食事提供→今は捌きをみてもらう体験のみ。 

・指導者（ボランティア）25 名程度、芦屋町内の方が多い。 
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釣具店 A 

日 時 平成 30 年 7 月 5 日（木）15：00～16：00 

内 容 芦屋港の釣り場としての可能性について 

 

1.芦屋港の釣り場として

の可能性 

☑釣りの流行は早い。最近では若い層のルアー釣りに関心が高く、若い層や

ファミリー層の釣り場としては可能性があるかも知れない。 

☑釣り人口の減少もあり釣り場としては厳しい。釣り具大型店の客数も全体的

に減少気味。 

☑個人商店としては正直見えない部分があるが、釣り人と漁協の共存共栄は

必要。 

1-1.各地点での魚種、釣

り方法など 

☑時期、季節により違う。 

☑投げ釣り、サビキ釣り 

1-2.主なターゲットしての

可能性 

☑親子、ファミリー 

☑初心者、女性 

1-3.有料施設の可能性 ☑レストランや買い物などの複合施設との連携、サービスの充実化 

☑釣り＝お金がかかるな遊びとして捉えてもらいたくない＝お金があまりかか

らず、楽しめる遊びスペース 

☑手軽に軽く出来る釣り公園 

☑施設などの充実により、雇用に繋がる。 

1-4.釣り場の配置  

2.現在の問題点及び課

題 

☑トイレの充実 

3.想定できる料金設定 ☑リール、釣り竿：2,000 円、リール、釣り竿+エサ：2,500 円～3,000 円程度 

4.想定できる運営方法  

5.その他 ☑施設の充実により雇用に繋がってほしい。 
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釣具店 Ｂ 

日 時 平成 30 年 7 月 17 日（火）10：00～11：00 

内 容 芦屋港の海釣り機能について 

 

1.芦屋港の釣り場として

の可能性 

☑釣り経験の無い人が一度来るとリピーターになる可能性は高い。 

☑初心者教室などの充実化が鍵。 

1-1.各地点での魚種、釣

り方法など 

☑えさ釣り  

☑魚種が限定（あじ、ヒラメ、スズキ、漁港側（遠賀川沿）ではチヌ、キス） 

1-2.主なターゲットしての

可能性 

☑若い世代（女性：一度体験するとリピーターになる可能性が高い） 

☑未経験の年配者（現状は、早朝 5：00～8：00 くらいに年配者が多い。） 

1-3.有料施設の可能性 ☑えさ釣りの楽しさ→釣るだけではなく食べる楽しさを体験（料理教室など） 

☑人的交流 

☑地元割引（町内割引）の設定 

☑地元利用者の促進、増加に繋げる。 

☑現状のままでは、高い価格は難しい。 

☑イカ釣り体験 

☑遊漁船の体験プログラム（短時間で体験＝夜釣り体験→宿泊に結びつく。） 

☑漁獲体験 

1-4.釣り場の配置  

2.現在の問題点及び課

題 

☑釣人口の動向：えさ釣り：高齢化→フラットな場所を求める（漁港の橋場） 

ルアー釣り：若年層の増加→ブラックバスから人気。川～池～海に拡張し

ている。 

☑海の町＝海をテーマとしたコーディネートが現状無い。外部に向けて創出す

るブランディングが必要。 

☑魚価が下がっている事により漁業者の安定した価格の確保が必要。 

☑遊漁船が他地域と比較して弱い。 

3.想定できる料金設定 ☑芦屋町内のスーパーと連携し、釣った魚を 1 匹 300 円程度で捌く仕組み。 

☑持ち込み可能な飲食店があると良い。 

4.想定できる運営方法 ☑運営者：人材が町内で不足している。 

☑釣りの教育が出来る方、釣り講習を行う→覚える事で自慢したくなる。 

☑稚魚の放流による保護活動も重要。 

5.その他 ☑トレイの充実。 ☑環境作りが必要、常に人がいる環境。 
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遠賀漁業協同組合（1 回目） 

日 時 平成 30 年 7 月 17 日（火）11：00～12：00 

内 容 芦屋港の海釣り機能について 

 

1.芦屋港の釣り場として

の可能性 

☑導線、安全面の確保が必要。（テトラの安全対策） 

☑現状、立入禁止エリアの看板を出しているが意味がなく、勝手に入ってきて

釣りをしている。 

☑管理はきちんとしてもらった方が良い。立入禁止地区に人が流れてくる。 

1-1.各地点での魚種、釣

り方法など 

☑管理対策が必要。 

1-2.主なターゲットしての

可能性 

☑特になし 

1-3.有料施設の可能性 ☑漁業者の中には、海でのレジャーには反対もある。お互いの決め事の明確

化は必須。 

☑漁協としては、指定管理は難しい。収益性が見込めない。ノウハウもなくリス

クが高い。 

☑地域内で共存していく考え方にシフトしていく事が必要。 

1-4.釣り場の配置 ☑PB エリア近くに有料釣り場を作ることに支障はないが、釣り人が漁港エリア

に流れてくることが想定される。 

☑漁港内の防波堤も、柵などによる区分ができれば利用して問題ない。（東波

止） 

☑遠賀川河口（テトラ側）は投げ釣りのポイントとなる。釣り場としては良い場所

だが、整備が必要。 

☑漁港の動線と釣り客の動線の区分をしっかり検討する必要がある。 

2.現在の問題点及び課

題 

☑組合員の減少と高齢化（24 名のうち、平均 60 代）芦屋漁協は合併している

から今のところは大丈夫であるが 10 年～20 年後を見据えると存続の危機も

考える必要がある。組合員の 15％は危機感がある。（特に 30 代） 

3.料金設定（想定）  

4.運営方法（想定）  

5.その他 ☑動線を作るために漁協事務所の位置を検討する必要もある。 

☑漁業者の方の年収も減少している。対策も必要である。 
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遠賀漁業協同組合（２回目） 

日 時 平成 30 年９月２８日（金）１５:３０～１７：００ 

内 容 釣り場の利用について 

 

Ⅰ．釣り場（エリア） 

利用範囲について 

 

 

☑東防波堤を釣り場所にする事は問題なし。動線を明確にし、フェンスな

どを設ければ遠賀川河口添いの２号物揚場も今は使っていないので、

問題はないと思う。 

Ⅰ-1 場所として 

漁業者の理解を得 

ることができるか 

Ⅰ-2.  利用者の受入 

に関して、良好な関 

係を築けるか 

☑東防波堤を開放し、駐車場も整備すると人が増え、立ち入り禁止の遠賀

川河口での釣り人も増える可能性が高い。東堤防を開放するタイミング

で漁協敷地内の動線も整備する事が必要。 

Ⅰ-3. 利用者と漁業者の利

用区域の区分・利用動線の

整理 

 

☑１号野積場を駐車場にした場合、東堤防への導線は問題ないと思われ

る。上記のとおり遠賀川河口への釣り人も増えるため、１号野積場から

漁協の事務所裏を通らないように、例えばなみかけ大橋から階段を使う

など、２号物揚場へ移動出来るような動線整備が必要。 

☑船揚場の無断利用が多いため、ここにはフェンスを設置するなどして侵

入できないようにして、釣り人の利用区域を明確にして欲しい。 

Ⅱ．安全対策  

☑東堤防にフェンスはあるので、落下した際の対策が出来れば問題ない

のではないか。２号物揚場については、足場などの整備が必要と思わ

れる。２号物揚場の電柱と照明は、現在漁協は利用しておらず、今後河

川事務所に管理をして欲しい。 

Ⅱ-１利用者の安全面と漁業

者が活動する上で必要となる

安全対策について 

Ⅱ-２駐車場 トイレ、洗い

場、管理棟などの配置 

☑１号野積場を駐車場にする事は、漁協は使っていないため問題ない。た

だし有料にすると漁協の敷地内などに無断駐車をするため、駐車できな

いように整備するか、駐車場は無料が望ましい。 

Ⅱ-３. 管理上での連携策 ☑緊急時の関わりや体制。 

☑緊急時のかかわりなどは特に考えていない。ルールは定める必要があ

る。 

Ⅲ．付加価値（サービス） 

Ⅲ-１運営における関わりの

可能性 

☑仮に行政から委託を受けて、開放する区域を管理するのではれば可能

性としてゼロではない。 

Ⅲ-２遊漁船の体験メニュー

の商品化、魚さばき体験など

の連携や受入は可能か 

☑遊漁船は既に仕事として行っている人もいる、体験メニューなどは船頭

により対応出来るか分かれるのではないか。釣り体験は漁師の釣り方は

一般の釣り人と異なるので難しい。その他体験などは、本業（漁）が忙しく

仕事で手いっぱいの状況であり、現状は難しい。数年先は分からないが、

現状は難しいのではないか。 
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（4）商圏⼈⼝の詳細分析 
1）商圏分析 

芦屋港の集客見込みや経済効果の試算を行うため、芦屋港を中心として自動

車で 20 分圏内を 1次商圏、自動車で 40 分圏内を 2次商圏、自動車で 60 分圏内

を 3次商圏とし、人口規模や属性について分析を行いました。 

なお基礎データは 2015 年国勢調査をもとにしており、商圏には自動車で通行

可能な道路状況、地形をもとに設定しています。 
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2）芦屋港の商圏⼈⼝ 
前項の調査結果をもとに、芦屋港を核として１次商圏（自動車で 20 分）、2 次

商圏（自動車で 40 分）、3 次商圏（自動車で 60 分）を設定し、それぞれについて

年齢別の人口を集計しました。 

 

芦屋港 商圏別人口（2015 年度 国勢調査）      （単位：人） 

  
1 次商圏 

（自動車 20 分） 

2 次商圏 

（自動車 40 分） 

3 次商圏 

（自動車 60 分） 

人口総数 188,396 699,620 1,577,377

男性人口 89,647 329,558 743,105

女性人口 98,749 370,062 834,272

世帯数 77,971 292,768 675,450

人口（0-4 歳） 8,141 28,565 65,247

人口（5-9 歳） 8,690 30,633 68,453

人口（10-14 歳） 8,771 31,189 69,165

人口（15-19 歳） 9,409 33,067 74,867

人口（20-24 歳） 9,758 30,946 72,318

人口（25-29 歳） 9,102 31,751 72,808

人口（30-34 歳） 10,506 37,505 85,602

人口（35-39 歳） 11,691 41,692 96,575

人口（40-44 歳） 12,992 47,897 109,213

人口（45-49 歳） 10,691 41,204 93,693

人口（50-54 歳） 10,789 39,768 89,435

人口（55-59 歳） 11,932 42,811 95,124

人口（60-64 歳） 14,001 51,701 114,867

人口（65-69 歳） 15,336 58,211 130,416

人口（70-74 歳） 11,588 46,390 101,638

人口（75-79 歳） 9,197 38,258 84,239

人口（80-84 歳） 7,125 30,564 68,271

人口（85 歳以上） 7,043 31,031 68,362

人口（年齢不詳） 1,666 6,625 17,456


